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茨木市総合教育会議の運営等について 

 

 

 

１ 総合教育会議の位置付け 

  平成 26 年６月 20 日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律（平成 26 年法律第 76 号）」が公布され、平成 27 年４月１日

から施行されている。 

  今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教

育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体

の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜

本的な改革を行うものである。 

  また、総合教育会議を設置することにより、教育に関する予算の編成・執行

や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教育委員会が十分

な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意

を反映した教育行政の推進を図ることとしている。 

（26 文科初第 490 号文部科学省初等中等教育局長通知より抜粋） 

 

２ 総合教育会議において協議・調整すべき事項（法第１条の４第１項）  

  (1) 大綱の策定に関する協議 

  (2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域実情に応じた教育、学術及

び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議 

  (3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置  

 

３ 会議の公開（法第１条の４第６項） 

  原則として公開（必要があると認める場合は、非公開とすることが可能）  

  ※非公開とする場合 

   ・個人の秘密を保つため必要があると認めるとき 

   ・会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき 

   ・その他公益上必要があると認めるとき 

 

４ 調整の結果の尊重義務（法第１条の４第８項） 

  会議において、地方公共団体の長及び教育委員会が合意した事項については、

その結果を尊重しなければならない。 

  なお、総合教育会議は、地方公共団体の長又は教育委員会が、特に協議・調

整が必要な事項があると判断した事項について協議又は調整を行うものであり、

教育委員会が所管する事務の重要事項の全てを総合教育会議で協議し、調整す

るという趣旨で設置するものではない（26 文科初第 490 号文部科学省初等中

等教育局長通知）とされている。 
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５ 施策の大綱の策定について 

(1) 改正法の概要 

  ①地方公共団体の長は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17 条第

1 項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方

公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め

るものとすることとしたこと。（法第 1 条の 3 第 1 項） 

②地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、総合教育会議において協議するものとすることとしたこと。

（法第 1 条の 3 第 2 項） 

③地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならないこととしたこと。（法第 1 条の 3 第 3 項） 

④法第 1 条の 3 第 1 項の規定は、地方公共団体の長に対し、法第 21 条に規

定する事務（教育委員会が管理し、執行する事務）を管理し、又は執行す

る権限を与えるものと解釈してはならないものとしたこと。（法第 1 条の 3

第 4 項） 

（26 文科初第 490 号文部科学省初等中等教育局長通知より抜粋） 

 

 (2) 施策の大綱の定義 

  ①施策の大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、

詳細な施策について策定することを求めているものではないこと。  

②施策の大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画にお

ける基本的な方針を参酌して定めることとされている。「参酌」とは参考

にするという意味であり、教育の課題が地域によって様々であることを踏

まえ、地方公共団体の長は、地域の実情に応じて大綱を策定するものであ

ること。 

③国の第 2 期教育振興基本計画（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において

は、主に第 1 部及び第 2 部のうち成果目標の部分が、大綱策定の際に参酌

すべき主たる対象となること。 

④大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公

共団体の長の任期が 4 年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間

が 5年であることに鑑み、4年～5年程度を想定しているものであること。 

⑤法第 1 条の 3 第 4 項は、教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関で

あることから、大綱に記載された事項を含め、教育委員会の所管に属する

事務については、自らの権限と責任において、管理し、執行すべきもので

あり、地方公共団体の長が有する大綱の策定権限は、教育委員会の権限に

属する事務を管理し、執行する権限を地方公共団体の長に与えたものでは

ないことを確認的に規定したものであること。 
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 (3) 施策の大綱の記載事項 

  ①大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているもので

あるが、主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総

合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保

育の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項に

ついての目標や根本となる方針が考えられること。 

②大綱は、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点

から、地方公共団体の長が策定するものとしているが、教育行政に混乱を

生じることがないようにするため、総合教育会議において、地方公共団体

の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽くすことが肝要であること。  

③地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を

大綱に記載した場合には、法第 1 条の 4 第 8 項により、地方公共団体の長

及び教育委員会の双方に尊重義務がかかるものであること。なお、会議で

調整した方針に基づいて事務執行を行ったが、結果として大綱に定めた目

標を達成できなかった場合については、尊重義務違反には該当しないこと。 

④地方公共団体の長が、教育委員会と調整のついていない事項を大綱に記載

したとしても、教育委員会は当該事項を尊重する義務を負うものではない

こと。なお、法第 21 条（現行法第 23 条）に定められた教育に関する事務

の執行権限は、引き続き教育委員会が有しているものであることから、調

整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものであ

ること。 

⑤教育長及び教育委員には、法第 11条第 8項及び第 12条第 1項において、

大綱に則った教育行政を行うよう訓示的に規定しているものの、調整がつ

いてない事項についてまで、大綱に則して教育行政の運営が行われるよう

意を用いなければならないものではないこと。 

⑥大綱には、地方公共団体の長の権限に関わらない事項（教科書採択の方針、

教職員の人事の基準等）について、教育委員会が適切と判断して記載する

ことも考えられること。 

⑦都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事

や研修を行う権限を有し、法第 48 条に基づき、市町村に対し、必要な指導、

助言、援助を行うことができるものであることから、そのような権限の範

囲内で、都道府県の大綱において、市町村立学校等に係る施策について記

載することは可能であること。 

⑧全国学力・学習状況調査の結果の公表については、その実施要領により、

市町村教育委員会は、それぞれの判断に基づき、当該市町村における公立

学校全体の結果や当該市町村が設置管理する学校の状況を公表することが

可能であり、都道府県教育委員会がこれらの結果を公表することについて

は、当該市町村教育委員会の同意が必要とされている。このため、域内の

市町村における公立学校全体の結果や市町村が設置管理する学校の結果の

公表について、市町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと
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判断した場合には、大綱に記載することもあり得ると考えられる一方、都

道府県の大綱に記載する事項としては馴染まないものと考えられること。 

ただし、全国学力・学習状況調査の公表の是非ではなく、学力向上の観点か

ら都道府県が実施する各種施策については、⑦で示したとおり、大綱に記載

することが可能であること。 

 

 (4) 地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

  ①地方公共団体において、教育基本法第 17 条第 2 項に規定する教育振興基

本計画その他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本と

なる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることができると考えられる

ことから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と協議・

調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、

大綱を策定する必要はないこと。 

②新たな地方公共団体の長が就任し、新たな大綱を定めた場合において、そ

の内容が既存の教育振興基本計画等と大きく異なるときには、新たな大綱

に即して、当該計画を変更することが望ましいこと。 

 


